




地域母子保健活動の先兵的存在として,愛育班及び母子保健推進員制度がある。この両者は,

その設置の過程において相違はあるものの,その実践活動にはそれ程大きな差異はないも

のと思われる。 

母子保健推進員は,全国1922市町村に設置されており,漸増傾向をみせている(1985年2月

現在)。母子保健推進員が設置されていないのは,大阪府と山梨県の 2府県のみで,設置市町

村の最も多いのは北海道である。 

一方,愛育班は,全国で 217 保健所管内,531 市町村に設置されている。班数は 1271(12051

分班,74806 人の班員)となっている(1984 年)。 


